　　　　　　　　　　植栽管理に関する覚書

委託者　バームハイツ西葛西管理組合（甲）
受託者　有限会社　和光園（乙）
証人　　バームハイツ西葛西自治会（丙）

本書覚書は2通作成し、甲乙双方にてそれぞれ1通を保管する。
第1条 [bookmark: _GoBack]甲は、バームハイツ西葛西敷地内植栽管理（以下、単に「植栽管理」という）の業務を乙に委託する。なお、本条でいう、植栽管理とは、樹木の剪定、伐採、植樹、施肥、除草ならびに消毒をいう。
第2条 乙は、甲に植栽管理の年間作業計画書、作業報告書を提出する。ただし、年間作業計画および作業内容については、バームハイツ自治会（丙）の植栽管理担当部門と協議のうえ、これを遂行するものとする。
第3条 乙は、第1条に定められた植栽管理の業務を、下記の期間行うものとする。
・2013年1月１から2013年12月31日まで
第4条 乙への業務委託費は、年間1,000,000円以下とする。
第5条 甲は、乙への業務委託費の支払いを、年二回（6月,12月）、作業報告書および請求書を受け取った後に支払うものとする。
第6条 甲乙は、本覚書の事項を誠実に履行し、本覚書に記載のない項目、事態が生じた場合は、甲乙および丙を交えて協議し決定することとする。


２０１２年１２月１２日
　　　　委託者（甲）　　　江戸川区西葛西３－３－１３　バームハイツ西葛西
　　　　　　　　　　　　　バームハイツ西葛西管理組合
　　　　　　　　　　　　　理事長

　　　　受託者（乙）　　　有限会社　和光園

　　　　証人　（丙）　　　江戸川区西葛西３－３－１３　バームハイツ西葛西
　　　　　　　　　　　　　バームハイツ自治会
　　　　　　　　　　　　　自治会長

